
別表　判定手数料　(第２条関係) （円）

1,000㎡
以内のもの

1,000㎡を超え、
2,000㎡

以内のもの

2,000㎡を超え、
10,000㎡

以内のもの

10,000㎡を超え、
50,000㎡

以内のもの

50,000㎡を超え、
100,000㎡
以内のもの

100,000㎡を
超えるもの

認定 153,000 276,000 218,000 305,000

認定以外 216,000 276,000 349,000 513,000

認定 216,000 276,000 349,000 514,000 859,000 997,000

認定以外 216,000 276,000 349,000 514,000 859,000 997,000

注1）

注2）

注3）

構造計算の方法

建築物の床面積の合計

514,000 859,000

認定以外

岐阜県：指定構造計算適合性判定機関業務委任基準、第3-3（10その他知事が必要と認める建築物）に該当する判定手数料の額は、
岐阜県土木関係手数料徴収条例に規定する手数料の額とする。

業務区域

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、栃木県、群馬県、
茨城県 、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、山梨県、長野県、岐阜県、
三重県、鳥取県、島根県、岡山県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、

佐賀県、大分県、沖縄県

山口県

宮崎県

認定　　　　：　構造計算が認定プログラムにより行われたもの

859,000

471,000

859,000

計画変更：床面積の合計の１／２の面積（床面積が増加する場合は、増加する部分の床面積＋増加する部分以外の床面積の１／２）とする。
（直前の構造計算適合性判定を、当機関が行った場合に限る）

認定以外　：　構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの

認定 216,000 276,000

216,000 276,000 349,000 514,000

349,000


